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                                         令和６年３月２６日 

 

宮城県警備業協会 会員の皆様へ 

 

 

建設関係４団体及びビルメンテナンス協会に対して「適正な警備料金

の確保に係るご協力について」（お願い）の実施について（ご連絡） 
                           

加盟会員の皆様へ、３月は「価格交渉促進月間」です。 

令和６年２月、国土交通省から「令和６年３月から適用する公共工事設計労務単価」及び

「令和６年４月から適用する建築保全業務労務単価」が公表されました。 

また、令和５年１１月２９日には、内閣官房・公正取引委員会が「労務費の適切な転嫁の

ための価格交渉に関する指針」を公表しております。 

宮城県警備業協会では、労務委員会（委員長勝又和成 東洋ワークセキュリティ㈱）が中心

となって取組み、令和６年３月８日には、加盟会員の皆様に「適正な警備料金の確保と警備員

の処遇改善」の推進について（お願い）を公表いたしました。 

この度は、建設関係４団体 

      一般社団法人日本建設業連合会東北支部 

      一般社団法人道路建設業協会東北支部 

      一般社団法人宮城県建設業協会 

      一般社団法人みやぎ中小建設業協会 

 及び一般社団法人宮城県ビルメンテナンス協会に対して氏家会長名で「適正な警備料金の確

保」に係るご協力について（お願い）」をいたしました。 

  加盟会員の皆様には、コスト上昇分を警備料金に反映させることで従業員の賃上げを目指

し、警備員の処遇改善を図っていこうとするものであり、一方、建設業等の発注者は、警部業

者が価格改定を申し入れた場合には、この取組を考慮していただき、適正な警備業務の実施に

ご理解とご協力をお願いしたものです。 

  皆様方には、趣旨をご理解いただき警備員の処遇改善にご協力をお願いいたします。 
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一般社団法人宮城県警備業協会 

       専務理事 高橋 直嗣 
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